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不審者（車）情報の通報依頼と 

防犯カメラの有効性について 
 　

  時間帯やその地域の特性から判断して、
不審な者や車を見かけた際は、積極的に警
察へ通報して下さい。 

　通報に基づき、警察官が臨場して職務質
問等を実施します。 

　また、防犯カメラは、犯罪の未然防止や
事件・事故発生時の捜査に大きな威力を発
揮します。 

　現に、防犯カメラを設置されている方に
は、必要に応じて、録画映像の確認をさせ
て頂きたいと思いますので、その際は、協
力をお願いします。

 
 
 
　災害はいつ起こるか分
かりません。 
　もしもの時に、身近な
避難場所を覚えておきま
しょう。 
 
松野駐在所管内指定避難場所 
 
① 松野集会所 
 
② 武茂体育館 
 
③ 富山集会所 
 
④ 矢又集会所 
 
⑤ 久那瀬集会所 
 
 
 
 
 

○　不法滞在者（不法入国者、不法残留者）が働いてお金を稼ぐこと 

○　働くことが認められていない在留資格の外国人が、許可なく働いて

　お金を稼ぐこと




